
労務費等を明示した工事費内訳書の提出について労務費等を明示した工事費内訳書の提出について労務費等を明示した工事費内訳書の提出について労務費等を明示した工事費内訳書の提出について    

 

 建設工事における適正な労務費確保のため、「建設工事における適正な労務費確保のため、「建設工事における適正な労務費確保のため、「建設工事における適正な労務費確保のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進公共工事の入札及び契約の適正化の促進公共工事の入札及び契約の適正化の促進公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律（入札契約適正化法）」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳とに関する法律（入札契約適正化法）」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳とに関する法律（入札契約適正化法）」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳とに関する法律（入札契約適正化法）」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳と

して、労務費等の以下経費を記載することがして、労務費等の以下経費を記載することがして、労務費等の以下経費を記載することがして、労務費等の以下経費を記載することが義務付けられました。義務付けられました。義務付けられました。義務付けられました。    

    

    

    そのため、令和８年４月１日以降の入札公告・指名通知を行う案件から、工事費内訳書そのため、令和８年４月１日以降の入札公告・指名通知を行う案件から、工事費内訳書そのため、令和８年４月１日以降の入札公告・指名通知を行う案件から、工事費内訳書そのため、令和８年４月１日以降の入札公告・指名通知を行う案件から、工事費内訳書

の様式に労務費等の５項目をの様式に労務費等の５項目をの様式に労務費等の５項目をの様式に労務費等の５項目を記載するシートを記載するシートを記載するシートを記載するシートを追加しますので、入札の際には追加しますので、入札の際には追加しますので、入札の際には追加しますので、入札の際には金額を記載金額を記載金額を記載金額を記載

しししし必ず提出をしてください。（記載内容の詳細については必ず提出をしてください。（記載内容の詳細については必ず提出をしてください。（記載内容の詳細については必ず提出をしてください。（記載内容の詳細については別紙をご確認ください。）別紙をご確認ください。）別紙をご確認ください。）別紙をご確認ください。）    

    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・提出された工事費内訳書は、本市にて１０年間保管し、国土交通省から提出を求められ・提出された工事費内訳書は、本市にて１０年間保管し、国土交通省から提出を求められ・提出された工事費内訳書は、本市にて１０年間保管し、国土交通省から提出を求められ・提出された工事費内訳書は、本市にて１０年間保管し、国土交通省から提出を求められ

た際に、提供する場合があります。た際に、提供する場合があります。た際に、提供する場合があります。た際に、提供する場合があります。    

・・・・請負代金内訳書については、入札時に提出する工事費内訳書に代えることを可能とする請負代金内訳書については、入札時に提出する工事費内訳書に代えることを可能とする請負代金内訳書については、入札時に提出する工事費内訳書に代えることを可能とする請負代金内訳書については、入札時に提出する工事費内訳書に代えることを可能とする

ため、ため、ため、ため、従前どおり従前どおり従前どおり従前どおり提出不要とします。提出不要とします。提出不要とします。提出不要とします。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



別紙別紙別紙別紙    

    

工事費内訳書に新たに記載する５項目の内容について工事費内訳書に新たに記載する５項目の内容について工事費内訳書に新たに記載する５項目の内容について工事費内訳書に新たに記載する５項目の内容について    

    

    

〇〇〇〇    各経費の概要は以下の表のとおりです。各経費の概要は以下の表のとおりです。各経費の概要は以下の表のとおりです。各経費の概要は以下の表のとおりです。    

    

〇〇〇〇    各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライ各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライ各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライ各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライ

ン」を確認してください。ン」を確認してください。ン」を確認してください。ン」を確認してください。    

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.htmlhttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.htmlhttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.htmlhttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.html        

    

経経経経    費費費費    経費の考え方経費の考え方経費の考え方経費の考え方    

材料費材料費材料費材料費    
主要な材料費を必須とする。主要な材料費を必須とする。主要な材料費を必須とする。主要な材料費を必須とする。    

※雑材料や建設機械に使用される燃料費・仮設材の賃貸料金等は任意とす※雑材料や建設機械に使用される燃料費・仮設材の賃貸料金等は任意とす※雑材料や建設機械に使用される燃料費・仮設材の賃貸料金等は任意とす※雑材料や建設機械に使用される燃料費・仮設材の賃貸料金等は任意とす

る。る。る。る。    

労務費労務費労務費労務費    

積上げ可能な方式で積算した労務費を計上する。積上げ可能な方式で積算した労務費を計上する。積上げ可能な方式で積算した労務費を計上する。積上げ可能な方式で積算した労務費を計上する。    

※市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載価格も含む）で積算※市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載価格も含む）で積算※市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載価格も含む）で積算※市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載価格も含む）で積算

した労務費は計上しなくてよい。した労務費は計上しなくてよい。した労務費は計上しなくてよい。した労務費は計上しなくてよい。    

法定福利費の法定福利費の法定福利費の法定福利費の    

事業主負担額事業主負担額事業主負担額事業主負担額    

現場労働者に関する雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生現場労働者に関する雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生現場労働者に関する雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生現場労働者に関する雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生

年金保険料（子ども・子育て搬出金含む）年金保険料（子ども・子育て搬出金含む）年金保険料（子ども・子育て搬出金含む）年金保険料（子ども・子育て搬出金含む）、、、、労災保険料の法定の事業主負労災保険料の法定の事業主負労災保険料の法定の事業主負労災保険料の法定の事業主負

担額とする。（担額とする。（担額とする。（担額とする。（3333 頁以降の「法定福利費の具体的な算出方法」を参照）頁以降の「法定福利費の具体的な算出方法」を参照）頁以降の「法定福利費の具体的な算出方法」を参照）頁以降の「法定福利費の具体的な算出方法」を参照）    

建退共制度の掛金建退共制度の掛金建退共制度の掛金建退共制度の掛金    

「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」の「掛金納付の考え方につい「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」の「掛金納付の考え方につい「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」の「掛金納付の考え方につい「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」の「掛金納付の考え方につい

え」を参考に計上する。え」を参考に計上する。え」を参考に計上する。え」を参考に計上する。    

※建退共制度以外の退職金制度の場合は「※建退共制度以外の退職金制度の場合は「※建退共制度以外の退職金制度の場合は「※建退共制度以外の退職金制度の場合は「    －－－－    」記載する。」記載する。」記載する。」記載する。    

安全衛生経費安全衛生経費安全衛生経費安全衛生経費    

    

次頁の表を参照のうえ、必要経費を計上する。次頁の表を参照のうえ、必要経費を計上する。次頁の表を参照のうえ、必要経費を計上する。次頁の表を参照のうえ、必要経費を計上する。    

    

※材料費及び労務費は、工場製作等の直接工事費に含まれないものは対象外となります。※材料費及び労務費は、工場製作等の直接工事費に含まれないものは対象外となります。※材料費及び労務費は、工場製作等の直接工事費に含まれないものは対象外となります。※材料費及び労務費は、工場製作等の直接工事費に含まれないものは対象外となります。    

※工事費内訳書が複数に分かれている場合は、合計した工事費に対して経費を計上してくださ※工事費内訳書が複数に分かれている場合は、合計した工事費に対して経費を計上してくださ※工事費内訳書が複数に分かれている場合は、合計した工事費に対して経費を計上してくださ※工事費内訳書が複数に分かれている場合は、合計した工事費に対して経費を計上してくださ

い。い。い。い。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



表「安全衛生経費」の考え方表「安全衛生経費」の考え方表「安全衛生経費」の考え方表「安全衛生経費」の考え方    

    

    

    

    

    

    

    



法定福利費の具体的な算出方法法定福利費の具体的な算出方法法定福利費の具体的な算出方法法定福利費の具体的な算出方法    

    

１１１１    法定福利費の算出例法定福利費の算出例法定福利費の算出例法定福利費の算出例    

区分区分区分区分    算出方法算出方法算出方法算出方法    

①①①①    健康保険健康保険健康保険健康保険        
労務費労務費労務費労務費    ××××    保険料率保険料率保険料率保険料率    ××××    事業主負担事業主負担事業主負担事業主負担                

        ( 9.( 9.( 9.( 9.80808080%)%)%)%)        (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)                

②②②②    介護保険介護保険介護保険介護保険        
労務費労務費労務費労務費    ××××    保険料率保険料率保険料率保険料率    ××××    事業主負担事業主負担事業主負担事業主負担    ××××    加 入 率加 入 率加 入 率加 入 率        

        ( 1.( 1.( 1.( 1.62626262%)%)%)%)        (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)        (4(4(4(46666....2222%)%)%)%)        

③③③③    厚生年金保険厚生年金保険厚生年金保険厚生年金保険        
労務費労務費労務費労務費    ××××    保険料率保険料率保険料率保険料率    ××××    事業主負担事業主負担事業主負担事業主負担                

  (18.30%)(18.30%)(18.30%)(18.30%)     (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)             

④④④④    子ども・子育て拠出金子ども・子育て拠出金子ども・子育て拠出金子ども・子育て拠出金     
労務費労務費労務費労務費 ×××× 拠出金率拠出金率拠出金率拠出金率    ××××    事業主負担事業主負担事業主負担事業主負担                

  ( 0.36%)( 0.36%)( 0.36%)( 0.36%)     (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)             

⑤⑤⑤⑤    雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険 
    労務費労務費労務費労務費 ×××× 保険料率保険料率保険料率保険料率    ××××    事業主負担事業主負担事業主負担事業主負担                

   ( 1.( 1.( 1.( 1.65656565%)%)%)%)     (2/3)(2/3)(2/3)(2/3)    

⑥⑥⑥⑥    子ども・子育て子ども・子育て子ども・子育て子ども・子育て支援金支援金支援金支援金    
    労務費労務費労務費労務費    ×××× 支援金率支援金率支援金率支援金率        事業主負担事業主負担事業主負担事業主負担             

            ( ( ( ( 0000....23232323%)%)%)%)        (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)             

※※※※    上記①～上記①～上記①～上記①～⑥⑥⑥⑥の合計が、明示する法定福利費となります。の合計が、明示する法定福利費となります。の合計が、明示する法定福利費となります。の合計が、明示する法定福利費となります。    

※（※（※（※（        ）内にある保険料率等は、令和）内にある保険料率等は、令和）内にある保険料率等は、令和）内にある保険料率等は、令和 8888 年年年年 4444 月時点のものです。法定福利費に乗じる月時点のものです。法定福利費に乗じる月時点のものです。法定福利費に乗じる月時点のものです。法定福利費に乗じる

保険料率等の合計は約保険料率等の合計は約保険料率等の合計は約保険料率等の合計は約 15.15.15.15.99996666%%%%になります。になります。になります。になります。    

 

２２２２    岐阜県における岐阜県における岐阜県における岐阜県における各保険の保険料率（令和各保険の保険料率（令和各保険の保険料率（令和各保険の保険料率（令和 8888 年年年年 4444 月現在）月現在）月現在）月現在）    

区区区区    分分分分    全額全額全額全額    事業主負担分事業主負担分事業主負担分事業主負担分    本人負担分本人負担分本人負担分本人負担分    

健康保険（令和健康保険（令和健康保険（令和健康保険（令和 8888 年度：岐阜県）年度：岐阜県）年度：岐阜県）年度：岐阜県）    9.9.9.9.80808080%%%%    4.94.94.94.90000%%%%    4.94.94.94.90000%%%%    

介護保険（令和介護保険（令和介護保険（令和介護保険（令和 8888 年度）年度）年度）年度）    1.1.1.1.62626262%%%%    0.80.80.80.81111%%%%    0.80.80.80.81111%%%%    

介護保険の加入率【介護保険の加入率【介護保険の加入率【介護保険の加入率【40404040～～～～64646464 歳の被保険者割合（令和歳の被保険者割合（令和歳の被保険者割合（令和歳の被保険者割合（令和 5555 年年年年 9999 月末時点）】月末時点）】月末時点）】月末時点）】    ：：：：    46.2046.2046.2046.20%%%%    

厚生年金保険（令和厚生年金保険（令和厚生年金保険（令和厚生年金保険（令和 8888 年年年年 4444 月分～）月分～）月分～）月分～）    18.30%18.30%18.30%18.30%    9.15%9.15%9.15%9.15%    9.15%9.15%9.15%9.15%    

子ども・子育て拠出金（令和子ども・子育て拠出金（令和子ども・子育て拠出金（令和子ども・子育て拠出金（令和 8888 年年年年 4444 月分～）月分～）月分～）月分～）    0.36%0.36%0.36%0.36%    0.36%0.36%0.36%0.36%    ----    

雇用保険料（令和雇用保険料（令和雇用保険料（令和雇用保険料（令和 8888 年年年年 4444 月～）月～）月～）月～）    1.1.1.1.65656565%%%%    1.1.1.1.05050505%%%%    0.6%0.6%0.6%0.6%    

子ども・子育て支援金（令和子ども・子育て支援金（令和子ども・子育て支援金（令和子ども・子育て支援金（令和 8888 年年年年 4444 月分～）月分～）月分～）月分～）    0.23%0.23%0.23%0.23%    0.12%0.12%0.12%0.12%    0.12%0.12%0.12%0.12%    

※※※※    保険料率等は定期的に改定されますのでご注意ください。保険料率等は定期的に改定されますのでご注意ください。保険料率等は定期的に改定されますのでご注意ください。保険料率等は定期的に改定されますのでご注意ください。    

    

３３３３    保険料率の確認方法保険料率の確認方法保険料率の確認方法保険料率の確認方法 

    ⑴⑴⑴⑴    健康保険・介護保険の保険料率健康保険・介護保険の保険料率健康保険・介護保険の保険料率健康保険・介護保険の保険料率・子ども・子育て支援金・子ども・子育て支援金・子ども・子育て支援金・子ども・子育て支援金 

            全国健康保険組合（協会けんぽ）のウェブサイト（全国健康保険組合（協会けんぽ）のウェブサイト（全国健康保険組合（協会けんぽ）のウェブサイト（全国健康保険組合（協会けんぽ）のウェブサイト（https://www.kyoukaikenpo.or.jphttps://www.kyoukaikenpo.or.jphttps://www.kyoukaikenpo.or.jphttps://www.kyoukaikenpo.or.jp））））

のののの「「「「保険料保険料保険料保険料額表額表額表額表」に掲載されている保険料率」に掲載されている保険料率」に掲載されている保険料率」に掲載されている保険料率等等等等をご確認ください。をご確認ください。をご確認ください。をご確認ください。 

なお、個別に健康保険組合に加入している場合は、組合にお問い合わせください。なお、個別に健康保険組合に加入している場合は、組合にお問い合わせください。なお、個別に健康保険組合に加入している場合は、組合にお問い合わせください。なお、個別に健康保険組合に加入している場合は、組合にお問い合わせください。    



※※※※    介護保険の対象者は、基本的に介護保険の対象者は、基本的に介護保険の対象者は、基本的に介護保険の対象者は、基本的に 40404040 歳から歳から歳から歳から 64646464 歳までとなります。実際の現場労働歳までとなります。実際の現場労働歳までとなります。実際の現場労働歳までとなります。実際の現場労働

者に占める者に占める者に占める者に占める40404040歳から歳から歳から歳から64646464歳までの割合を把握することが困難な場合、次のとおり歳までの割合を把握することが困難な場合、次のとおり歳までの割合を把握することが困難な場合、次のとおり歳までの割合を把握することが困難な場合、次のとおり    全全全全

国健康保険組合のウェブサイトに掲載された割合を用いる方法があります。国健康保険組合のウェブサイトに掲載された割合を用いる方法があります。国健康保険組合のウェブサイトに掲載された割合を用いる方法があります。国健康保険組合のウェブサイトに掲載された割合を用いる方法があります。 

介護保険料の算定に使用する保険料率介護保険料の算定に使用する保険料率介護保険料の算定に使用する保険料率介護保険料の算定に使用する保険料率    

＝＝＝＝    介護保険の保険料率×介護保険の保険料率×介護保険の保険料率×介護保険の保険料率×1/21/21/21/2（事業主負担）（事業主負担）（事業主負担）（事業主負担）    

×加入率（×加入率（×加入率（×加入率（40404040～～～～64646464 歳の被保険者割合歳の被保険者割合歳の被保険者割合歳の被保険者割合◆◆◆◆）））） 

◆◆◆◆    協会けんぽウェブサイト＞協会けんぽについて＞統計情報＞統計調査＞協会けんぽウェブサイト＞協会けんぽについて＞統計情報＞統計調査＞協会けんぽウェブサイト＞協会けんぽについて＞統計情報＞統計調査＞協会けんぽウェブサイト＞協会けんぽについて＞統計情報＞統計調査＞    

事業年報＞直近までの情報＞総括表＞全国健康保険協会管掌健康保険＞事業年報＞直近までの情報＞総括表＞全国健康保険協会管掌健康保険＞事業年報＞直近までの情報＞総括表＞全国健康保険協会管掌健康保険＞事業年報＞直近までの情報＞総括表＞全国健康保険協会管掌健康保険＞    

被保険者及び被扶養者の年齢構成割合被保険者及び被扶養者の年齢構成割合被保険者及び被扶養者の年齢構成割合被保険者及び被扶養者の年齢構成割合 

    

    ⑵⑵⑵⑵    厚生年金保険の保険料率・子ども子育て拠出金の率厚生年金保険の保険料率・子ども子育て拠出金の率厚生年金保険の保険料率・子ども子育て拠出金の率厚生年金保険の保険料率・子ども子育て拠出金の率 

日本年金機構のウェブサイト日本年金機構のウェブサイト日本年金機構のウェブサイト日本年金機構のウェブサイト(https://www.nenkin.go.jp)(https://www.nenkin.go.jp)(https://www.nenkin.go.jp)(https://www.nenkin.go.jp)のキーワード検索をのキーワード検索をのキーワード検索をのキーワード検索を    

使って「厚生年金保険料額表」と入力して保険料率及び拠出金率をご確認ください。使って「厚生年金保険料額表」と入力して保険料率及び拠出金率をご確認ください。使って「厚生年金保険料額表」と入力して保険料率及び拠出金率をご確認ください。使って「厚生年金保険料額表」と入力して保険料率及び拠出金率をご確認ください。

なお、厚生年金基金に加入している場合は、基金にお問い合わせください。なお、厚生年金基金に加入している場合は、基金にお問い合わせください。なお、厚生年金基金に加入している場合は、基金にお問い合わせください。なお、厚生年金基金に加入している場合は、基金にお問い合わせください。    

    

⑶⑶⑶⑶    雇用保険の保険料率雇用保険の保険料率雇用保険の保険料率雇用保険の保険料率 

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp)(https://www.mhlw.go.jp)(https://www.mhlw.go.jp)(https://www.mhlw.go.jp)のキーワード検索を使って「雇用保険料率」のキーワード検索を使って「雇用保険料率」のキーワード検索を使って「雇用保険料率」のキーワード検索を使って「雇用保険料率」

と入力して保険料率をご確認ください。事業の種類ごとに事業主負担分・労働者負担と入力して保険料率をご確認ください。事業の種類ごとに事業主負担分・労働者負担と入力して保険料率をご確認ください。事業の種類ごとに事業主負担分・労働者負担と入力して保険料率をご確認ください。事業の種類ごとに事業主負担分・労働者負担

分の保険料率が定められていますので、その中の『建設の事業』をご覧くだ分の保険料率が定められていますので、その中の『建設の事業』をご覧くだ分の保険料率が定められていますので、その中の『建設の事業』をご覧くだ分の保険料率が定められていますので、その中の『建設の事業』をご覧ください。さい。さい。さい。    

    


